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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
の
給
与
振
込
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
一
月
現
在
に
お
い
て
常
勤
の
国
家
公
務
員
（
国
会
及
び
裁
判
所
の
国
家
公
務
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
給
与
の
全
額
が
そ
の
者
の
預
金
又
は
貯
金
へ
の
振
込
み
（
以
下
「
振
込
み
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に

よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の
の
割
合
を
、
各
府
省
等
に
お
い
て
把
握
し
た
結
果
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

給
与
の
支
払
に
関
す
る
事
務
に
携
わ
る
職
員
は
、
現
金
に
よ
る
支
払
固
有
の
事
務
（
以
下
「
現
金
支
払
事
務
」
と
い
う
。
）

を
そ
の
他
の
様
々
な
給
与
の
支
払
に
関
す
る
事
務
と
一
体
と
し
て
処
理
し
て
お
り
、
現
金
支
払
事
務
の
み
に
携
わ
る
も
の
で

は
な
い
た
め
、
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
そ
の
給
与
の
全
額
を
振
込
み
の
方
法
に
よ
っ
て
支
払
う
こ
と
（
以
下
「
給
与
全
額

振
込
支
払
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
給
与
の
支
払
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
経
費
の
削
減
に
ど
の
程
度
結
び
付
く
か
は

定
か
で
な
い
が
、
仮
に
現
金
支
払
事
務
に
つ
い
て
現
金
の
袋
詰
め
等
の
典
型
的
な
事
務
を
い
く
つ
か
特
定
し
、
こ
れ
ら
の
事

務
に
従
事
す
る
職
員
の
そ
の
事
務
作
業
に
必
要
な
時
間
分
の
俸
給
額
を
現
金
支
払
事
務
に
要
す
る
経
費
と
し
て
試
算
す
れ
ば
、

そ
の
一
年
間
分
の
合
計
額
は
約
一
億
四
千
万
円
で
あ
る
。

一



な
お
、
こ
の
試
算
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
を
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
別
表
第
一
イ
の
行
政
職
俸
給
表
�
の
職
務
の
級
二
級
に
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
俸
給
月
額
が
当
該
職
務
の
級

に
在
職
す
る
職
員
の
俸
給
月
額
の
中
央
値
（
四
号
俸
）
に
あ
る
も
の
と
仮
定
し
、
そ
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
俸
給
額
に
当

該
事
務
作
業
に
必
要
な
時
間
数
を
乗
じ
て
当
該
経
費
を
算
出
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

職
員
の
給
与
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
る
支
払
は
、
昭
和
四
十
九
年
か
ら
開
始
さ
れ
確
実
に
普
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
元
来
現
金
に
よ
る
支
払
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
一
部
に
は
、
官
署
が
山
間
、
へ
き
地
等
に
あ
る
こ
と
か
ら
振

込
み
の
方
法
に
よ
る
支
払
で
は
職
員
が
円
滑
に
給
与
を
受
領
で
き
な
い
実
情
な
ど
が
あ
り
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
職
員
に
つ

い
て
給
与
全
額
振
込
支
払
と
は
な
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
「
電
子
政
府
構
築
計
画
（
仮
称
）
の
策
定
に
向
け
て
」
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
各
府
省

情
報
化
統
括
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
連
絡
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
各
府
省
は
給
与
全
額
振
込
支
払
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
年
二
月
に
は
「
ｅ－

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
戦
略
�
加
速
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
平
成
十
六
年
二
月

六
日
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
の
給
与
の
全
額
振
込
化
に
つ
い

二



て
、
職
員
の
協
力
を
得
つ
つ
推
進
し
、
二
〇
〇
五
年
度
末
ま
で
に
、
山
間
・
僻
地
等
全
額
振
込
化
が
困
難
な
地
域
を
除
き
、

各
行
政
機
関
に
お
い
て
原
則
と
し
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
実
施
を
目
指
す
と
と
も
に
、
各
行
政
機
関
別
の
実
施
状
況
を
定
期
的

に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
。
」
と
決
定
し
、
給
与
全
額
振
込
支
払
の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
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